
令和８年（2026 年）2 月 10 日 

報道関係  各位 

真庭市役所 

「農業委員会等に関する法律」第 38 条第１項の規定により、農地等の利用の最適化の

推進施策の企画立案や改善について、真庭市農業委員会から市長へ意見書を提出します。 

つきましては、取材くださいますようお願いいたします。 

 

概要▶ 

１．日 時  令和８年２月 16 日（月）午前 10 時～（※30 分程度の予定） 

 

２．場 所  真庭市役所本庁舎 ３階応接室 （真庭市久世 2927 番地 2） 

 

３．出席者  真庭市農業委員会：矢谷光生会長、石原誉男会長職務代理者、 

妹尾宗夫委員、福島康夫委員、松本正幸委員、 

池田和道委員、池本彰委員 

真庭市：市長、産業観光部長、産業観光部次長、 

農業委員会事務局長、担当者 

 

４．おおまかなスケジュール 

午前１０時～ （１）あいさつ・農業委員の紹介 

（２）意見書提出コメント（農業委員会会長） 

（３）意見書提出 

（４）意見交換・集合写真撮影 

（５）終了  

真庭市農業委員会の意見を政策に 

「真庭市農業振興施策等に関する意見書」

を提出します 

日時▶ 令和８年２月 16 日（月）午前 10 時～ 

場所▶   

お問い合わせ先▶ 

農業委員会事務局（担当：美甘） 

TEL：0867-42-1676  FAX：0867-42-3907 

 

真庭市役所本庁舎　3階応接室



「真庭市農業振興施策等に関する意見書」の提出について 
 

 

１．日 時  令和８年２月16日（月）午前10時～（３０分程度を予定） 

２．場 所  真庭市役所 本庁舎３階 応接室 

３．出席者  真庭市農業委員会 矢谷 光生 会長 

                石原 誉男 会長職務代理者 

                妹尾 宗夫 運営委員会委員長 

                福島 康夫 運営委員会委員長職務代理者 

                松本 正幸 運営委員 

                池田 和道 運営委員 

                池本  彰  運営委員 

真庭市：市長、産業観光部長、産業観光部次長、 

農業委員会事務局長、担当者 

 

４．意見書の概要 

○ 「農業委員会等に関する法律」第38条第１項の規定に基づき、農地等の利用の 

最適化の推進に関する施策の企画立案や改善について意見を提出するもの。 

 ○ 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員が、地域の農業者等の意見等を集 

約し、農業における最重要課題や将来について農業委員会全員で討議した結果 

を踏まえ、農業委員会の総意として市へ意見するもの。 

 ○ 意見書の内容 

（１）多様な担い手への支援強化について 

 （２）有害鳥獣対策の強化について 

 （３）農業施設等の改修について 

 （４）農業関係機関との連携の強化について 

 （５）国・県に対する働きかけについて 

 

５．意見書提出次第 

（１）あいさつ・農業委員の紹介 

（２）意見書提出コメント（農業委員会会長） 

（３）意見書提出 

（４）意見交換・集合写真撮影 

（５）終 了 


